
三

岐
阜
県
福
祉
・
農
業
会
館
管
理
規
則(

昭
和
五
十
五
年
岐
阜
県

規
則
第
三
十
六
号)

第

六

十

八

号

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

(

金
曜
日)

第
二
条
第
一
項

目

次

規

則

○
知
事
の
所
管
す
る
手
続
等
に
係
る
岐
阜
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情

報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

行
政
管
理
課)

四
五
九
ペ
ー
ジ

教
育
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
及
び
岐
阜
県
教
育
委
員
会
の
権

限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
等
の
規
則

(
教
育
管
理
課)

四
六
〇

告

示

○
救
急
診
療
所
の
認
定

(

医
療
整
備
課)

四
六
一

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

四
六
一

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)
四
六
二

教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

教
育
管
理
課)

四
六
三

公

示

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

四
六
三

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

(

都
市
政
策
課)

四
六
三

規

則

知
事
の
所
管
す
る
手
続
等
に
係
る
岐
阜
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
八
十
七
号

知
事
の
所
管
す
る
手
続
等
に
係
る
岐
阜
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

知
事
の
所
管
す
る
手
続
等
に
係
る
岐
阜
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
九
の
項
を
十
の
項
と
し
、
三
の
項
か
ら
八
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
二
の
項
の
次

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日



教
育
委
員
会
規
則

岐
阜
県
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
及
び
岐
阜
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び

補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

安

福

正

寿

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

岐
阜
県
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
及
び
岐
阜
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任

及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
規
則

(

岐
阜
県
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正)

第
一
条

岐
阜
県
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
八
号
・
岐
阜
県

教
育
委
員
会
規
則
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中｢

そ
の
他
県
教
育
委
員
会｣
の
下
に｢

の
事
務
局(

岐
阜
県
教

育
委
員
会
の
職
務
権
限
の
特
例
に
関
す
る
条
例(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
三
号)

第
二
条
各

号
に
掲
げ
る
教
育
機
関
の
設
置
、
管
理
及
び
廃
止
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
内
部
部
局
を
含
む
。

第
十
五
条
の
四
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
五
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。)｣

を
加
え
、

同
項
第
二
号
中｢

そ
の
他
市
町
村
教
育
委
員
会｣

の
下
に｢

の
事
務
局(

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

び
運
営
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
二
十
三
条
第
一
項
の
条
例
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
市
町
村
長
が
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
を
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と

さ
れ
た
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
務
を
分
掌
す
る
内
部
部
局
を
含
む
。
第
十
五
条
の
四
第
一
項

第
二
号
及
び
第
十
五
条
の
五
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。)｣

を
加
え
る
。

第
十
五
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中｢

県
教
育
委
員
会｣

の
下
に｢

の
事
務
局｣

を
加
え
、
同
項
第

二
号
中｢

そ
の
他
市
町
村
教
育
委
員
会｣

の
下
に｢

の
事
務
局｣

を
加
え
る
。

第
十
五
条
の
五
第
一
項
第
一
号
中｢

県
教
育
委
員
会｣

の
下
に｢

の
事
務
局｣

を
加
え
、
同
項
第

二
号
中｢

そ
の
他
市
町
村
教
育
委
員
会｣

の
下
に｢

の
事
務
局｣

を
加
え
る
。

(

岐
阜
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
二
条

岐
阜
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則(

平
成

二
十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢(

以
下｢

知
事
の
補
助
職
員｣

と
い
う
。)｣

を
削
る
。

第
二
条
中

｢

次
の
表
の
知
事
の
補
助
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
職
員
に
、
同
表
委
任
事
項
の
欄｣

を

｢

環
境
生
活
部
長
に
、
次｣

に
、｢

知
事
の
補
助
職
員
に｣

を｢

環
境
生
活
部
長
に｣

に
改
め
、
同

条
の
表
を
削
り
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

ユ
ネ
ス
コ
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

二

社
会
教
育
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
号)

及
び
社
会
教
育
法
施
行
令(

昭
和
二
十

四
年
政
令
第
二
百
八
十
号)

の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
行
う
事
務(

同
法
第
十
条
に
規
定

す
る
社
会
教
育
関
係
団
体
で
あ
っ
て
学
校
教
育
に
密
接
に
関
連
す
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
を
除

く
。)

三

図
書
館
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号)

の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
行
う
事
務

四

博
物
館
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号)

及
び
博
物
館
法
施
行
規
則(

昭
和
三

十
年
文
部
省
令
第
二
十
四
号)

の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
行
う
事
務

五

生
涯
学
習
の
振
興
の
た
め
の
施
策
の
推
進
体
制
等
の
整
備
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
年
法
律

第
七
十
一
号)

の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
行
う
事
務

六

岐
阜
県
視
聴
覚
教
具
及
び
教
材
の
貸
与
等
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
八
年
岐
阜
県
教
育
委

員
会
規
則
第
五
号)

の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
行
う
事
務

第
三
条
第
一
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
十
一
号
中｢

第
四
号｣

を｢

第
三
号｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と

し
、
同
項
第
十
二
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中｢

第
十
号｣

を｢

第
九
号｣

に
、｢

第
十
一
号｣

を

｢

第
十
号｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
図
書
館
管
理
規
則
等
の
廃
止)

第
三
条

次
に
掲
げ
る
規
則
は
、
廃
止
す
る
。

一

岐
阜
県
図
書
館
管
理
規
則(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号)

二

岐
阜
県
博
物
館
管
理
規
則(

昭
和
五
十
一
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号)

三

岐
阜
県
高
山
陣
屋
管
理
規
則(

昭
和
五
十
五
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号)

四

岐
阜
県
美
術
館
管
理
規
則(

昭
和
五
十
七
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号)

五

岐
阜
県
立
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
名
誉
館
長
等
に
関
す
る
規
則(

平
成
四
年
岐
阜
県
教
育
委

員
会
規
則
第
七
号)

六

岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館
管
理
規
則(

平
成
十
四
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号)

附

則

(

施
行
期
日)
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県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

高

山

清

見
線

路
線
名

美

濃

川

辺
線

路
線
名

高
山
市
清
見
町
巣
野
俣
字
サ

ン
シ
ョ
ノ
木
一
六
五
八
番
七

地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
中

井
山
一
六
六
〇
番
九
地
先
ま

で
区

間

美
濃
加
茂
市
三
和
町
川
浦
字

一
反
田
一
六
〇
一
番
一
地
先

か
ら

同

市
同

町
同

字

同

一
五
九
〇
番
一
地
先

ま
で 区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･� �･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
教
育
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

２

教
育
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第

十
五
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
六
号
中｢

第
九
号｣

を｢

第
八
号｣

に
、｢

、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号｣

を

｢

及
び
第
十
号｣
に
、｢
第
十
一
号
に｣

を｢

第
十
号
に｣

に
改
め
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
三
号

次
の
医
療
機
関
を
救
急
診
療
所
と
し
て
令
和
元
年
十
二
月
一
日
認
定
し
た
の
で
、
救
急
病
院
等
を
定

め
る
省
令(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

医

療

機

関

名

所

在

地

有

効

期

限

山
中
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
ク
リ
ニ
ッ

ク

安
八
郡
安
八
町
森
部
一
八
七
〇
番
地
一

令
和

四
・
一
一
・
三
〇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を
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県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

宮

地

片

山
線

路
線
名

高

山

清

見
線

路
線
名

揖
斐
郡
池
田
町
小
寺
字
堂
向

五
五
六
番
地
先
地
内

区

間

高
山
市
清
見
町
坂
下
字
下
ノ

平
九
七
一
番
三
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

九
七
一
番
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考

道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

路
線
名

百
五
十
八

号 路
線
名

区

間

高
山
市
山
田
町
一
三
〇
〇
番
一
地

先
か
ら

同

市
下
林
町
一
一
四
四
番
三
地

先
ま
で

区

間

延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

供
用
開
始

の
期
日

令
和
元･��･�� 供

用
開
始

の
期
日

備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
��･��･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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県
道

岐

阜

美

山
線

岐
阜
市
大
字
早
田
字
北
堤
外
一
九

〇
一
番
一
八
地
先
か
ら

同

市
大
字
則
武
字
清
水
一
八
四

一
番
一
五
地
先
ま
で ��･�

令
和
元･��･��
平
成
��･�･��

教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲

岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
一
号

事
務
局
一
般

各
県
立
学
校

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

安

福

正

寿

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
五
十
一
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
中｢

第
十
号｣

を｢

第
九
号｣

に
、｢

第
十
一
号｣

を｢

第
十
号｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

示

〇
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
岐
阜
国
道
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測

量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
岐
阜
国
道
事
務
所

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

基
準
点
測
量)

三

作
業
期
間

令
和
元
年
十
二
月
十
六
日
か
ら

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

四

作
業
地
域

岐
阜
市

〇
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

高
山
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

高
山
市
上
宝
町
蔵
柱
の
一
部(

蔵
柱
下
Ⅶ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
八
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称
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高
山
市(

上
宝
町
蔵
柱
の
一
部)

の
地
籍
図

高
山
市(

上
宝
町
蔵
柱
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

〇
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

瑞
浪
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

瑞
浪
市
釜
戸
町
の
一
部(

釜
戸
９)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
五
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

瑞
浪
市(

釜
戸
町
の
一
部)

の
地
籍
図

瑞
浪
市(

釜
戸
町
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

〇
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

飛�
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

飛�
市
河
合
町
角
川
の
一
部(

角
川
Ⅰ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
三
十
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

飛�
市(

河
合
町
角
川
の
一
部)

の
地
籍
図

飛�
市(

河
合
町
角
川
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

〇
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

飛�
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

飛�
市
宮
川
町
落
合
の
一
部(

大
無
雁
・
落
合
Ⅳ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
八
年
度
か
ら
平
成
三
十
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

飛�
市(

宮
川
町
落
合
の
一
部)

の
地
籍
図

飛�
市(

宮
川
町
落
合
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日
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令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 10%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


